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就学児童の健康診断
平成 29年度就学予定者の健

康診断を行います。対象者には
通知を発送しますので、必ず受
診してください。やむを得ず受
診できない場合は早めに連絡し
てください。
対象　 平成22年4月2日～平成
23年 4月1日までに生まれた人
日時・場所

【古河地区】
9月 27日 (火 )古河第二小学校
9月28日(水 )古河第五小学校※
10月5日 (水 )古河第三小学校

10月6日 (木 )古河第一小学校
10月18日(火 )古河第四小学校
10月20日(木 )古河第七小学校
11月2日 (水 )古河第六小学校
受付時間　午後0時30分～0時
55分(※の学校は午後0時30分
～0時45分 )�

【総和地区】
9 月 29 日 ( 木 ) 小堤小学校
10月 11日 ( 火 ) 下辺見小学校
10月 13日 ( 木 ) 釈迦小学校※
10月 13日 ( 木 ) 下大野小学校
10月 19日 ( 水 ) 水海小学校※
10月 26日 ( 水 ) 駒羽根小学校
10月 26日 ( 水 ) 西牛谷小学校

10月 27日 ( 木 ) 上辺見小学校
11月8日 ( 火 ) 上大野小学校※
11月16日 ( 水 ) 中央小学校
受付時間　午後1時～1時25分
(※の学校は午後1時～1時15分)

【三和地区】
9 月 26 日 ( 月 ) 名崎小学校
10月 12日 ( 水 ) 駒込小学校※
10月 14日 ( 金 ) 八俣小学校
10月19日(水 )大和田小学校※
10月 21日 ( 金 ) 諸川小学校
10月 25日 ( 火 ) 仁連小学校
受付時間　午後1時～１時25分
(※の学校は午後1時～1時15分)

教育総務課

公共下水道の処理区域が拡大されました(供用開始区域のご案内)
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　平成27年度の下水道管
かん

きょ埋
まい

設
せつ

工事が完了し、
供用開始区域(公共下水道が使える区域)が拡大さ
れました。新たに供用開始となった区域は、古河
地区は長谷町の一部・大山の一部、三和地区は諸
川の一部・谷貝の一部です(下図参照。詳細な箇
所は下水道整備課で確認してください)。
■供用開始区域内の皆さんへ
　市では、生活排水による生活環境の悪化や河川
等の水質汚濁を防止するため、公共下水道の整備
を進めています。公共下水道の整備には多くの建
設費が投入されていますが、これが使用されなけ
れば意味のない施設になってしまいます。供用開
始となった区域の皆さんには、生活環境の向上、
河川等の水質保全のため、建設された公共下水道
に速やかに接続されますようお願いします。

■供用開始区域になると
　区域内の皆さんには、3年以内に汲

く

み取りトイ
レから水洗トイレに改造する義務や、生活排水を
流す排水設備工事を実施して公共下水道に接続す
る義務が生じます。
　また、既存家屋を増改築する際や新築する場合
も、公共下水道の使用が義務付けられます。
■公共下水道への接続工事は必ず指定工事店で
　宅地内の排水設備工事を行う場合は、排水設備
主任技術者の資格を持った業者であると同時に、
市の指定を受けた工事店でなければ工事を行うこ
とはできません。
　排水設備工事を実施する際は、必ず指定工事店
に依頼してください。

下水道整備課、下水道管理課
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